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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リフト・システム用リフト装置であり、前記装置はa)　吊り上げ力を供給するモーター、
b)　複数の積載装置を前記モーターに接続するべく、前記モーターに動作可能に接続され
た少なくとも一つのコネクタ、c)　前記積載装置の夫々に関係付けられる負荷限界を示す
負荷限界情報を受信する情報受信機、d)　前記モーターおよび前記情報受信機に電気的に
接続されたモーター・コントローラであって、最低の負荷限界を決定し、前記モーターの
吊り上げ力を最低の負荷限界に制限する為に、前記積載装置の夫々に関係付けられる負荷
限界を比較する前記モーター・コントローラ、からなるリフト装置。
【請求項２】
請求項１の装置であって、前記少なくとも一つのコネクタは、複数のコネクタから成り、
前記コネクタの夫々は、対応する複数の前記積載装置に接続されることを特徴とするリフ
ト装置。
【請求項３】
請求項１或いは２のいずれかの装置であって、前記モーターの吊り上げ力の限界を表示す
る表示具をさらに備えることを特徴とするリフト装置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれかの装置であって、前記情報受信機はトランスミッタからの通信
を受信するようにされ、前記トランスミッタは前記複数の積載装置の一つの積載装置と関
連付けられ、前記通信には前記一つの積載装置と関係付けられる負荷限界を示す負荷限界
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情報が含まれることを特徴とするリフト装置。
【請求項５】
請求項４の装置であって、前記情報受信機及び前記トランスミッタが電気的に連結されて
いることを特徴とするリフト装置。
【請求項６】
請求項４の装置であって、前記情報受信機及び前記トランスミッタが光学的に連結されて
いることを特徴とするリフト装置。
【請求項７】
請求項１の装置であって、前記情報受信機が無線周波数レシーバから成ることを特徴とす
るリフト装置。
【請求項８】
請求項４乃至６のいずれかの装置であって、前記トランスミッタが一つの前記積載装置上
に設置されていることを特徴とするリフト装置。
【請求項９】
請求項１乃至８のいずれかの装置であって、軌道、スプレッダ・バー、スリングからなる
グループから、少なくとも一つの積載装置が選択されることを特徴とするリフト装置。
【請求項１０】
請求項８あるいは９のいずれかの装置であって、前記一つの積載装置に関係付けられる負
荷限界情報は前記一つの積載装置の定格負荷を示すことを特徴とするリフト装置。
【請求項１１】
請求項１乃至３のいずれかの装置であって、さらに、最低一つのキーを備え、前記情報受
信機はキー・インターフェイスに動作可能に連結され、前記キー・インターフェイスは最
低一つ以上のキーそれぞれを受け入れるようにされていることを特徴とするリフト装置。
【請求項１２】
請求項１１の装置であって、前記最低一つのキーは所定の吊り上げ力と関連付けられてい
ることを特徴とするリフト装置。
【請求項１３】
請求項１２の装置であって、前記キー・インターフェイスは、複数のピンの組み合わせか
ら成り、前記ピンの組み合わせのそれぞれが、所定の吊り上げ力と関連付けされ、選択さ
れたキーが対応する前記ピンの組み合わせと係合することで、前記モーターの前記吊り上
げ力を、前記選択されたキーおよび前記ピンの組み合わせと関連付けられた前記所定の吊
り上げ力に制限することを特徴とするリフト装置。
【請求項１４】
請求項１３の装置であって、前記キーは前記モーターの吊り上げ力の前記限界を表示する
表示具を備えることを特徴とするリフト装置。
【請求項１５】
請求項１１あるいは１４のいずれかの装置であって、前記キー・インターフェイスは１つ
の積載装置上に設置され、前記１つの積載装置は前記リフト装置と連結されることを特徴
とする装置。
【請求項１６】
請求項１乃至１５のいずれかの装置であって、前記リフト装置は天井に設置されているこ
とを特徴とするリフト装置。
【請求項１７】
請求項１乃至７または１１乃至１５のいずれかの装置であって、前記リフト装置は床に設
置されていることを特徴とするリフト装置。
【請求項１８】
リフト・システムであり、該リフト・システムは、a)　吊り上げ力を供給するモーター、
b)　複数の積載装置の１つを前記モーターに接続するべく、前記モーターに動作可能に接
続された複数のコネクタ、c)　前記複数の積載装置のそれぞれに関連付けられた負荷限界
を示す負荷限界情報を受け取る情報受信機、d)　前記モーターおよび前記情報受信機に電
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気的に接続されたモーター・コントローラであって、最低の負荷限界を決定し、前記モー
ターの前記吊り上げ力を前記最低の負荷限界に制限するために、前記積載装置の夫々に関
係付けられた前記負荷限界を比較するようにされたモーター・コントローラ、とから成る
ことを特徴とするリフト・システム。
【請求項１９】
請求項１８のリフト・システムであって、前記リフト・システムは天井走行リフト・シス
テムであることを特徴とするリフト・システム。
【請求項２０】
請求項１８または１９のいずれかのリフト・システムであって、前記モーターを天井に設
置するための軌道をさらに備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項２１】
請求項２０のリフト・システムであって、前記積載装置の最低一つが前記軌道を備えるこ
とを特徴とするリフト・システム。
【請求項２２】
請求項１８乃至２１のいずれかのリフト・システムであって、前記積載装置の最低一つが
スリングを備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項２３】
請求項１８乃至２２のいずれかのリフト・システムであって、前記積載装置の最低一つが
スプレッダ・バーを備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項２４】
請求項１８のリフト・システムであって、前記リフト・システムは床走行リフト・システ
ムであることを特徴とするリフト・システム。
【請求項２５】
請求項１８または２４のいずれかのリフト・システムであり、a)　ベース、b)　前記ベー
スに設置されたマスト、c)　前記マストに設置されたブーム、をさらに備えることを特徴
とするリフト・システム。
【請求項２６】
請求項２５のリフト・システムであって、前記ベースの底部に接続された複数の車輪をさ
らに備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項２７】
請求項１８、２５、２６のいずれかのリフト・システムであって、前記積載装置の最低一
つがスリングであることを特徴とするリフト・システム。
【請求項２８】
請求項１８、２５、２６のいずれかのリフト・システムであって、前記積載装置の最低一
つがスプレッダ・バーであることを特徴とするリフト・システム。
【請求項２９】
リフト・システムであり、該リフト・システムは、a)　吊り上げ力を供給するモーター、
b)　複数の積載装置の１つを前記モーターに接続するべく、前記モーターに動作可能に接
続された複数のコネクタ、c)　キー・インターフェイスからの負荷限界情報を受け取るた
めの情報受信機、d)　前記情報受信機に連結され、複数のピンの組み合わせを備え、それ
ぞれのピンの組み合わせは所定の吊り上げ力と関連付けられているキー・インターフェイ
ス、e)　各々が前記キー・インターフェイスの対応する前記ピンの組み合わせに係合する
ようにされた、最低一つのキーf)　係合する前記ピンの組み合わせを判定するようになさ
れ、前記モーターの吊り上げ力を、係合する前記ピンの組み合わせと関連付けられた所定
の吊り上げ力に制限するように構成された、前記モーターおよび前記情報受信機に電気的
に接続されたモーター・コントローラ、とを備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項３０】
請求項２９のリフト・システムであって、前記リフト・システムは天井走行リフト・シス
テムであることを特徴とするリフト・システム。
【請求項３１】
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請求項２９または３０のいずれかのリフト・システムであって、前記モーターを天井に設
置するための軌道をさらに備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項３２】
請求項３１のリフト・システムであって、前記積載装置の最低一つが前記軌道を備えるこ
とを特徴とするリフト・システム。
【請求項３３】
請求項２９乃至３２のいずれかのリフト・システムであって、前記積載装置の最低一つが
スリングを備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項３４】
請求項２９乃至３３のいずれかのリフト・システムであって、前記積載装置の最低一つが
スプレッダ・バーを備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項３５】
請求項２９のリフト・システムであって、前記リフト・システムは床走行リフト・システ
ムであることを特徴とするリフト・システム。
【請求項３６】
請求項２９または３５のいずれかのリフト・システムであり、a)　ベース、b)　前記ベー
スに設置されたマスト、c)　前記マストに設置されたブーム、をさらに備えることを特徴
とするリフト・システム。
【請求項３７】
請求項３６のリフト・システムであって、前記ベースの底部に接続された複数の車輪をさ
らに備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項３８】
請求項２９、３６、３７のいずれかのリフト・システムであって、前記積載装置の最低一
つがスリングを備えることを特徴とするリフト・システム。
【請求項３９】
請求項２９、３６、３７のいずれかのリフト・システムであって、前記積載装置の最低一
つがスプレッダ・バーを備えることを特徴とするリフト・システム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載される実施形態は、天井走行リフト・システムのための装置及びシステ
ムに関する。より詳しくは、本明細書に記載される実施形態は、負荷限界情報に基づき天
井走行リフト・システムの作動を制御するための装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　リフト・システムは病院、療養施設、さらには個人宅にも普及している。このシステム
は、多くの場合、軌道、モーター、スプレッダー（クレーン）、利用者を空中に吊り上げ
、設置された軌道に沿って移送するためのスリング（吊り具）により構成される。このリ
フト・システムには、バリエーションとして、天井走行リフト・システム及び床走行リフ
ト・システムがある。老人や病人を運ぶためのこのようなシステムは、利用者の移動性や
自主性を向上させ、同時に補助者や介護人の怪我のリスクを低減することから普及してい
る。
【発明の概要】
【０００３】
　ここに記載する実施形態は、負荷限界情報に基づき天井走行リフト・システムのモータ
ーの吊り上げ力を制限する天井走行リフト・システムの装置及びシステムに関する。
【０００４】
　幅広い態様においては、リフト・システムのためのリフト装置が提供される。本装置に
は、a)吊り上げ力を供給するモーター、b)積載装置をモーターに接続するべく、モーター
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に動作可能に接続された少なくとも一つのコネクタc)積載装置に関する負荷限界情報を受
信する情報受信機、d)モーターおよび情報受信機に電気的に接続されたモーター・コント
ローラであって、情報受信機により受信された負荷限界情報に基づき、モーターの吊り上
げ力を制限するモーター・コントローラ、が含まれる。
【０００５】
　この態様における別の特徴にあっては、モーター・コントローラはモーターの吊り上げ
力を負荷限界情報に含まれる負荷限界までに制限する。
【０００６】
　またこの態様における別の特徴においては、本リフト装置は複数のコネクタを備え、各
コネクタは複数の積載装置のそれぞれに接続できるようになされている。さらに、そのモ
ーター・コントローラは各積載装置の負荷限界を比較し、最低負荷限界を判定し、その情
報を利用してモーターの吊り上げ力をその最低負荷限界までに制限するよう構成され得る
。
【０００７】
　その態様におけるまた別の特徴においては、リフト装置に表示具が備えられ、モーター
の吊り上げ力の限界を表示する。
【０００８】
　その態様におけるさらに別の態様においては、情報受信機はトランスミッタ(送信機)か
らの通信を受信するようになされ、そのトランスミッタは積載装置と関連付けられ、その
通信には負荷情報が含まれる。情報受信機及びトランスミッタは電気的に接続しても良い
。代わりに、情報受信機及びトランスミッタは光学的に接続しても良い。また情報受信機
には、無線周波数レシーバを備えても良い。トランスミッタは関連する積載装置上に設置
しても良い。積載装置は、軌道、スプレッダ・バー、スリングからなるグループから選択
しても良い。実施形態によっては、積載装置に、天井走行リフト・システムを取付けるた
めの一つ以上のブラケットを含む取り付け金具等の部品をさらに含めても良い。他の実施
形態によっては、積載装置はシステムに使用するボルト／ナットやそれ以外を含むリフト
・システムの構造的特徴をさらに備えて良い。さらに、トランスミッタにより送信された
負荷情報には、関連する積載装置の定格荷重が含まれていても良い。
【０００９】
　この態様における別の特徴においては、積載装置は最低一つのキーを備え、情報受信機
はキー・インターフェイスに動作可能に連結され、そのキー・インターフェイスは最低一
つ以上のキーそれぞれを受け入れるようになされている。最低一つのキーそれぞれは、所
定の吊り上げ力と関連付けられている。キー・インターフェイスにはピンの組み合わせが
複数含まれ、ピンの組み合わせそれぞれが所定の吊り上げ力と関連付けられている。そし
て選択されたキーが対応するピンの組み合わせと係合することで、モーターの吊り上げ力
を選択されたキーおよびピンの組み合わせと関連付けられた所定の吊り上げ力までに制限
する。さらに、キーにはモーターの吊り上げ力の制限値を表示する表示具を含んでも良い
。加えて、キー・インターフェイスは本装置上に設置しても良い。あるいは、キー・イン
ターフェイスは積載装置上の、本装置に積載装置が連結されるようになされた部位に設置
しても良い。
【００１０】
　他の幅広い態様においては、リフト・システムが備えられる。このリフト・システムに
は、a)吊り上げ力を供給するモーター、b)複数の積載装置の１つをモーターに接続するべ
く、モーターに動作可能に接続された複数のコネクタ、c)複数の積載装置それぞれに関連
付けられた負荷限界情報を受け取る情報受信機、d)モーターおよび情報受信機に電気的に
接続されたモーター・コントローラであって、各積載装置の負荷限界情報を比較して最低
負荷限界を決定し、モーターの吊り上げ力をこの最低負荷限界に制限するようになされた
モーター・コントローラ、が含まれる。
【００１１】
　さらに他の幅広い態様においては、別のリフト・システムが備えられる。このリフト・
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システムには、a)吊り上げ力を供給するモーター、b)複数の積載装置の１つをモーターに
接続するべく、モーターに動作可能に接続された複数のコネクタ、c)キー・インターフェ
イスからの負荷限界情報を受け取るための情報受信機、d)情報受信機に連結され、複数の
ピンの組み合わせを備え、それぞれのピンの組み合わせは所定の吊り上げ力と関連付けら
れている、キー・インターフェイス、e)キー・インターフェイスの対応するピンの組み合
わせに係合するよう関連付けされた、最低一つのキー、f)係合するピンの組み合わせを判
定するようになされ、モーターの吊り上げ力を、係合するピンの組み合わせと関連付けら
れた所定の吊り上げ力に制限するようになされた、モーターおよび情報受信機に電気的に
接続されたモーター・コントローラ、が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　ここに記載される本装置及びシステムの実施形態をより良く理解するため、またそれら
装置及びシステムの実施方法を明解に示すため、例として、以下の添付図面を参照する。
【００１３】
　図１は、リフト・システムの等角図である。
【００１４】
　図２Aは、第一の実施形態によるリフト装置のブロック図である。
【００１５】
　図２Bは、第二の実施形態によるリフト装置のブロック図である。
【００１６】
　図３Aは、本発明のいくつかの実施形態によるキーの概略図である。
【００１７】
　図３Bは、本発明のいくつかの実施形態による、第一キーを受け入れるキー・インター
フェイスの概略図である。
【００１８】
　図３Cは、本発明のいくつかの実施形態による、第二キーを受け入れるキー・インター
フェイスの概略図である。
【００１９】
　図４Aは、本発明のいくつかの実施形態による、モーターの吊り上げ力の限界を超えて
いるかを判定する方法のフローチャートである。
【００２０】
　図４Bは、本発明のいくつかの実施形態による、天井走行リフト・システムの最低負荷
限界を設定する方法のフローチャートである。
【００２１】
　図を単純化及び明確化するために、図内の構成要素は必ずしも縮尺通りには描かれてい
ないことを理解されたい。 たとえば、ある要素の寸法を他の要素と比較して誇張して描
くことで明確化している場合がある。 さらに、適切と思われる部分では、対応する、あ
るいは類似する要素を示すために、図中で符号を繰り返し使用している。
【種々の実施形態の説明】
【００２２】
　具体的な詳細説明を数多く示すことで、ここに記載される実施形態の例が完全に理解で
きるようにしていることを理解されたい。ただし、当業者は、記載された実施形態がこれ
ら具体的な詳細がなくとも実施可能であることは理解するであろう。他の例では、すでに
よく知られている手法、手順、部品の詳細については、ここに記載する実施形態がそれら
情報に埋もれてしまわないよう、記載しない。さらに、本説明はどのような形であれ本実
施形態の範囲を限定するものではなく、単にここに記載された種々の実施形態の実施につ
いて記載したものである。
【００２３】
　リフト・システムは、療養施設及び個人宅の双方に設置されることが多くなっている。
リフト・システムにより、介護者や時には利用者自身が、リフト・システムが設置されて
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いる範囲内での移動性を手にすることができる。床走行リフトは２点間、たとえばベッド
と車いすの間で、利用者を吊り上げるのによく使われる。床走行リフトにより、通常は利
用者の補助に何人かの人手を必要とする場面においてこれを補助し、介護者の怪我の危険
性を減らすことができる。一方、天井走行リフト・システムは非常に用途が幅広い。床走
行リフトと異なり、天井走行リフト・システムは床スペースをほとんど占有せず、リフト
装置は軌道11の終端部、多くの場合、部屋の隅や壁に沿ってはみ出さずに収納することが
できる。このような汎用性により、天井走行リフト・システムは他の手段では近付けない
ような狭い、あるいは混雑した場所へも入っていくことができる。多くの場合、天井走行
リフト・システムは床走行リフトより効率的である。
【００２４】
　ここに開示する実施形態は、天井走行リフト・システムや床走行リフト・システムを含
み、それらに限定されない適切なリフト・システムの一部として組み込むこともできる。
ここに開示する実施形態を適用可能な床走行リフト・システムの一例が、BHMメディカル
・インク社の製造するMaxi Move（商標）である。ここに開示する実施形態を適用可能な
天井走行リフト・システムの一例がBHMメディカル・インク社の製造するMaxi Sky 600（
商標）である。
【００２５】
　ここでは、例として、天井走行リフト・システム10を示す図１について言及する。天井
走行リフト・システム10には、リフト装置12及びリフト装置12に接続された積載装置11、
14、15が含まれる。積載装置11、14、15には、軌道11、スプレッダー14、スリング15とい
った個別部品が含まれる。当業者は、他の積載装置構成部品、たとえば天井走行リフト・
システムの取り付け金具部品も供給され得るであろうことは理解するであろう。これら部
品には、天井走行リフト・システムを取り付けるために使用するブラケットも含まれる場
合がある。実施形態によっては、積載装置に、天井走行リフト・システム10または床走行
リフト・システムの適切な構造部材、たとえばボルト／ナットやその他の留め金具が含ま
れる場合がある。
【００２６】
　図１には天井走行リフト・システムに適用可能な本発明の実施形態の一例が示されてい
るが、当業者は本発明の実施形態が床走行リフト・システムにも適応できることを理解す
るであろう。床走行リフト・システムの実施形態（図示しない）は、一般に先に述べた軌
道11のような軌道は含まず、図１に関して説明されるその他の積載装置の各々を含むのが
一般的である。当業者は、床走行リフト・システムの実施形態には、たとえば、車輪上に
設置された脚部を含むベース、ベースに設置されたマスト、マストに設置されたブームが
含まれる場合があることを、また、理解するであろう。そのような実施形態においては、
スプレッダ・バーおよびスリングはブームの端に連結することができる。 天井走行リフ
ト・システム及び床走行リフト・システムのどちらの実施形態も、その他の積載装置を含
むことができる。
【００２７】
　リフト装置12からは、ほぼ垂直方向に吊り上げ力がもたらされる。コネクタ13は、いく
つかの積載装置をリフト装置12に接続するために使用される。さらに、リフト装置12は水
平方向に移動可能である。このシステムには、水平方向への動きに適応するために天井に
設置された軌道11が含まれる。リフト装置12は軌道11に動作可能に連結され、軌道の通路
に沿って移動が可能となる。実施形態によっては、たとえば天井に部分的に角度が付いて
いる場合のために、軌道の通路には垂直構成部品が含まれる場合がある。
【００２８】
　天井走行リフト・システムを使って患者を移送するには、リフト装置12に接続されたス
リング15等の積載装置に利用者を載せる。スプレッダー14はさらなる積載装置を形成し、
フレキシブル部材13はスプレッダー14及びスリング15をリフト装置12に接続するコネクタ
として機能する。次にリフト装置12は利用者を適切な高さに吊り上げる。リフト装置12が
適切な高さまで利用者を吊り上げると、ロック機構（図示しない）を係合し、利用者をそ
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の吊り上げた位置に保つことができる。これで利用者は軌道11に沿って移動できる位置に
置かれた状態となる。天井走行リフト・システム10の実施形態によっては、介護者が軌道
11に沿ってリフト装置12を手動で前進または後退させることができるものもある。天井走
行リフト・システム10の他の実施形態では、利用者を水平方向へ移動するため、リフト装
置12の一部として第二モーター（図示しない）を備えるものもある。リフト装置12は特別
に設置された軌道11に固定することもできる。他のシステムでは、リフト装置12は運搬可
能で、一つの軌道11から取り外して別の軌道へと付け替えることもできる。
【００２９】
　各リフト装置12は、積載装置及び積載装置と関連する負荷を吊り上げるための吊り上げ
力をもたらすモーターを備える。先に述べたように、リフト装置12は、軌道11に沿ってリ
フト装置12を移動させるための水平方向の力をもたらす第二モーターを備えることもでき
る。天井走行リフト・システム10の各積載装置には、負荷限界がある。この負荷限界は、
積載装置がその設計限界に従い耐えることのできる負荷を示すものである。実施形態によ
っては、負荷限界はその積載装置が実際に耐えることのできる最大負荷を下回ることがあ
る。また他の実施形態によっては、負荷限界がその積載装置が実際に耐えることのできる
最大負荷と等しいこともある。また別の実施形態によっては、負荷限界は定格荷重（SWL
）として示されることもある。
【００３０】
　既知のリフト・システムでは、一般的に吊り上げ力は吊り上げ力をもたらすモーターの
負荷限界までに制限している。この負荷限界は使用されるモーターのモデルごとに固有で
あって良く、モーターのデザイン、構造及び電流制限によって決まる。ただ、既知のリフ
ト・システムに使用されるモーターの負荷限界は、一般的にはモーターが機械的に結合さ
れる積載装置の負荷限界とは無関係である。既知のリフト・システムにおいては、リフト
・システムの積載装置とモーターの間で何の情報交換も行われない。既知のリフト装置で
は吊り上げ力をモーターの負荷限界までに制限しているが、個別の積載装置11、14、15か
らの負荷限界情報を取り込むことはない。実施形態によっては、天井走行リフト・システ
ム10はリフト装置に取り付けられた様々な積載装置からの負荷限界情報を明らかにし、天
井走行リフト・システム10がその負荷情報に基づく限界吊り上げ力を超える負荷に対し、
適切な反応を確実に行うようにすることができる。
【００３１】
　ここに記載する実施形態のいくつかは、情報受信機が受信する負荷限界情報に基づきモ
ーターの吊り上げ力を制限するようになされた、天井走行リフト装置及びシステムに関す
る。特に、ここに開示された実施形態のいくつかは、一つ以上の積載装置からの負荷限界
情報を情報受信機に供給する方法、及びリフト装置12が受信した負荷限界情報を超える負
荷の下で動作することを防ぐ方法に関する。従って、いくつかの実施形態では、天井走行
リフト・システムのすべての積載装置にそれぞれの負荷限界を超える負荷がかからないよ
うにされている。
【００３２】
　ここでは、実施形態によるリフト装置12のブロック図を示す図２Ａについて言及する。
リフト装置12は、天井走行リフト・システム及び床走行リフト・システムを含みながらも
それに限定されない、適合するあらゆるリフト装置に利用することができる。リフト装置
12には、リフト装置12の機能を統合するマイクロプロセッサ23、一つ以上の積載装置25に
関する負荷限界情報を受信する情報受信機24、モーター28の機能を制御し、情報受信機24
により受信された負荷限界情報に基づきモーターの吊り上げ力を制限するように特になさ
れたモーター・コントローラ26が含まれる。実施形態によっては、マイクロプロセッサ23
、情報受信機24、モーター・コントローラ26を一つのチップに実装する。他の実施形態で
は、情報受信機24及びモーター・コントローラ26がマイクロプロセッサ23の機能内に組み
込まれ、ソフトウェアあるいはソフトウェアとハードウェアの組み合わせで実現される。
当業者はマイクロプロセッサ23、情報受信機24、モーター・コントローラ26が、他の適切
な形態で実現され得ることを理解するであろう。
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【００３３】
　リフト装置12の実施形態によっては、表示具22及びコントロール・パネル21を備える場
合がある。表示具22はリフト装置12の異なるモード（形態）やセッティング（設定）を表
示するために使用することができる。表示具22はまた、一つ以上の積載装置の負荷限界や
、リフト装置の総負荷限界（たとえば最低負荷限界）、あるいはこれに限らない情報を含
む異なるパラメータを表示するために使用することができる。実施形態によっては、表示
具22は液晶ディスプレー（LCD）あるいはこれに限らない適切な電子表示装置を備えるこ
とができる。実施形態によっては、表示具22は、たとえばシステムの適切な部品に張り付
けたステッカーのように、他の適切な方法で情報を表示しても良い。コントロール・パネ
ル21はリフト装置12を操作するために使用する。実施形態によっては、コントロール・パ
ネル21は利用者あるいは介護者の指示を受け取る、有線あるいは無線のリモート・コント
ロール装置（図示しない）を備えても良い。
【００３４】
　負荷センサ27はモーター28及びモーター・コントローラ26に接続されている。また、こ
の負荷センサ27は、マイクロプロセッサ23に直接連結することもできる。あるいは、負荷
センサ27は、フレキシブル・アーム13のように、積載装置と、あるいは積載装置とリフト
装置12とを連結するコネクタとに連結することもできる。
【００３５】
　リフト装置12に使用されるモーター28は、当業者の知る適切な電動モーターであればど
れでもよい。モーター28は、直流モーターあるいは交流モーターのどちらでも使用できる
。直流モーターが使用されるのであれば、供給電圧によってモーターの吊り上げ速度が制
御される。交流モーターあるいはステッピング・モーターが使用されるのであれば、モー
ターの吊り上げ速度は供給電力の周波数により制御される。
【００３６】
　好ましい実施形態では、情報受信機24は一つ以上の積載装置25からの負荷限界情報を受
信する。各積載装置25は動作可能に連結され、情報受信機24へ負荷情報を送信する。次に
情報受信機24及びマイクロプロセッサ23はその負荷限界情報に基づき、モーターの吊り上
げ力を制限する。
【００３７】
　情報受信機24に送られる負荷限界情報は様々な形態をとり得る。ある実施形態では、負
荷限界情報は特定の積載装置25特有の定格荷重を含み得る。また別の実施形態では、負荷
限界情報は情報受信機24に対し、所定の吊り上げ力を示すのみであって良い。
【００３８】
　実施形態によっては、マイクロプロセッサ23及び情報受信機24は各積載装置25から受信
した負荷限界情報とモーター28を比較し、モーターの吊り上げ力を最低負荷限界までに制
限し得る。また、マイクロプロセッサ23は他の手段を使ってもモーターの吊り上げ力を制
限し得る。
【００３９】
　ある実施形態においては、利用者がリフト装置12に直接負荷限界情報を入力する場合が
ある。これはコントロール・パネルを使用して行う。リフト装置12のいくつかの実施形態
においては、利用者が各積載装置25の負荷限界情報を入力できる場合がある。あるいは、
利用者が最低負荷限界を判断し、リフト装置12に単一の定格荷重を入力しても良い。一旦
、最低負荷限界が設定される、あるいはモーターの吊り上げ力の限界が決定されると、リ
フト装置12はモーター28がその限界を超える吊り上げ力を供給しないようにする。
【００４０】
　いくつかの実施形態においては、リフト装置12はモーター28に動作可能に結合された最
低一つのコネクタ（図示しない）を備える。このコネクタは、モーター28をスプレッダー
14及びスリング15に連結するために使用するフレキシブル・アーム13であって良い。車輪
やプーリ・システム等の他のコネクタは、モーター28を軌道11に結合するために使用でき
る。モーター28を一つ以上の積載装置25に接続するために、その他の適切なコネクタが使
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用され得る。
【００４１】
　情報受信機24は各積載装置25からの負荷限界情報をマイクロプロセッサ23へ送るために
使用される。この負荷限界情報は、各積載装置25の負荷限界を表示できる。たとえば軌道
11、スプレッダー14バー、スリング15等の積載装置25の夫々は、それぞれが異なる負荷限
界であって良い。積載装置25の負荷限界は、モーター28の負荷限界と異なっていても良い
。実施形態によっては、リフト装置12がモーター28及びすべての積載装置25の負荷限界情
報を確実に把握できるよう、情報受信機24は最初に各積載装置25からのすべての負荷限界
情報を収集する。全ての負荷限界情報が集まると、マイクロプロセッサ23及びモーター・
コントローラ26は、情報受信機24により受信された負荷限界情報に基づき、モーターの吊
り上げ力を制限する。モーターの吊り上げ力に対するこの限界は、表示具22により利用者
あるいは介護者に向け表示される。先に述べているように、表示具22にはあらゆる適切な
電子表示装置、あるいは、たとえばリフト装置12の構成部品に張られた、あるいは他の適
切な方法で実施されたステッカー等のその他の表示方法が含まれる。
【００４２】
　再度図２Aを参照する。積載装置25からの負荷限界情報は、情報受信機24により受信さ
れる。情報受信機24は負荷限界情報をマイクロプロセッサ23へ送る。実施形態によっては
、情報受信機24は最低負荷限界をマイクロプロセッサ23へ送る場合がある。実施形態によ
っては、情報受信機24はすべての負荷限界情報をマイクロプロセッサ23へ中継する場合が
ある。先に述べているように、情報受信機24はリフト装置12とは別個の部品であって良い
。他の実施形態においては、情報受信機24はマイクロプロセッサ23の一部であっても良く
、当業者には既知の方法でハードウェアあるいはソフトウェアで実現させても良い。
【００４３】
　情報受信機24と積載装置25との間の情報のやり取りは、適切などのような方法で実施し
ても良い。実施形態によっては、負荷限界情報は積載装置25に保存され、要求に応じて情
報受信機24へと送られる。たとえば、積載装置25は特定の積載装置25についての負荷限界
情報を情報受信機24と通信するトランスミッタ（図２Aには示されない）を備えることが
できる。この通信は積載装置25を情報受信機24へと連結する電気的接続を通じて行われる
場合がある。この特徴の別の態様においては、積載装置25と情報受信機24との間の接続は
、光ファイバー接続を通じた光信号であっても良い。
【００４４】
　実施形態によっては、各積載装置25の個別の接続が、情報受信機24へ負荷限界情報を表
示するために使用される。他の実施形態においては、通信は共有経路あるいは共有バスを
通じて行われ、デイジー・チェーンやマルチプレックス等の既知の数多くの通信配置方式
のいずれか、あるいはイーサネット（登録商標）規格やユニバーサル・シリアル・バス（
USB）プロトコル等の多くの規格のいずれかを使用する。
【００４５】
　積載装置25と情報受信機24との間の通信は、無線により行われても良い。積載装置25か
らの負荷限界情報を通信するために、積載装置25は無線トランスミッタ（図２Aには示さ
れない）あるいは無線トランシーバ（図２Aには示されない）を備えても良く、また情報
受信機24は無線受信機（図２Aには示されない）あるいは無線トランシーバ（図２Aには示
されない）を備えても良い。情報は、802.11規格、Bluetooth（登録商標）規格、その他
既知のあるいは特注の無線方式等の、双方向通信規格を通じてやり取りが行われて良い。
【００４６】
　情報は、電波による個体識別（RFID）タグ等の片方向通信方式を通じてやり取りしても
良い。このような実施形態において、RFIDタグ（図示しない）は、情報受信機24からの問
い合わせに応じ、負荷限界情報と共にその問合せに応答する。各積載装置25に関連付けら
れたRFIDタグは、積載装置25に組み込んでも良い。あるいは、RFIDタグはステッカーやそ
の他の装着手段で積載装置25上に設置しても良い。積載装置25の定格荷重はステッカー上
に表示しても良い。
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【００４７】
　ここでは、別の実施形態によるリフト装置12aのブロック図を示す図２Ｂについて言及
する。図２Bは図２Aと似ているが、情報受信機24と積載装置25との間の通信に無線周波数
トランスミッタ／レシーバ29a及び無線周波数トランスミッタ／レシーバ29bを備えている
。
【００４８】
　リフト装置12a内の情報受信機24はトランスミッタ／レシーバ29aを備え、各積載装置25
はトランスミッタ／レシーバ29bを備える。先に述べているように、トランスミッタ／レ
シーバ29a及び29bにより、積載装置25は様々な多くの通信手段の一つを使い、負荷限界情
報を情報受信機24へと伝達する。実施形態によっては、トランスミッタ／レシーバ29a及
び29bは、情報が一方向にのみ流れる状態で、トランスミッタあるいはレシーバのどちら
かのみを備えても良い。他の実施形態では、トランスミッタ／レシーバ29a及び29bは、両
方向に送信でき、情報は積載装置25から、あるいは積載装置25へと移動し得る。実施形態
によっては、このためにトランシーバを使用して良い。
【００４９】
　先に述べた通信手段は例としてのみ挙げたものであり、積載装置25と情報受信機24との
間の通信形態を限定しようとするものではないことは、当業者なら理解するであろう。ト
ランスミッタ／レシーバ29a及びトランスミッタ／レシーバ29bのどのような組み合わせを
用いた、適切などのような通信形態も利用可能である。
【００５０】
　ここでは、いくつかの実施形態による、負荷限界情報を示すために1つあるいはそれ以
上の特注キー30を利用する方法を示した図３Ａ乃至３Ｃについて言及する。キー30は、情
報受信機24と連結されたキー・インターフェイス40に受け入れられ得る。それにより、特
定の積載装置の負荷限界情報は、物理的な積載装置25から切り離されても良い。そのかわ
りに、負荷限界情報は、リフト装置12へと連結可能な一つ以上の個別キー30に保存されて
も良い。各キー30は、キー・インターフェイス40を介して負荷限界情報を情報受信機24へ
と送信する。
【００５１】
　積載装置メーカーは、積載装置25固有のキー30を製造しても良い。あるいは、リフト装
置メーカーが様々な積載装置25に適した複数のキー30を、リフト装置12と共に供給しても
良い。
【００５２】
　各キー30は特定の積載装置25と関連付けられ、ラベル34あるいはその他固有の定格荷重
を表示する適切な表示具を備える。このラベル34は、キー・インターフェイス40に挿入し
た際、利用者または介護者から目視でき、関連付けられたモーター28または積載装置25の
最低負荷限界を、利用者あるいは介護者が瞬時に判断できるようにしている。複数のキー
30に関連付けられた複数のラベル34がある場合には、利用者または介護者は各キー30のラ
ベル34を比較し、リフト装置12の最低負荷限界を判断する必要がある。さらに、表示具22
も、負荷限界情報に基づきモーターの吊り上げ力の限度を表示する。実施形態によっては
、キー30が表示具22を備える。
【００５３】
　実施形態によっては、キー・インターフェイス40はキー30を1つのみ受け入れる。その
ような実施形態の場合、システムの利用者またはシステムの設置者は、リフト装置12を使
用する前にモーターの吊り上げ力の限度を判断する。多くの場合、この限度は個別の積載
装置25及びモーター28の最低負荷限界である。他の実施形態では、キー・インターフェイ
ス40には複数のキー30が挿入される。各キー30は、それぞれ異なる積載装置25を表す。次
に情報受信機24は複数のキー30を比較し、リフト装置12の最低負荷限界を判断する。
【００５４】
　キー・インターフェイス40はリフト装置12上に直接設置しても良い。他のケースでは、
キー・インターフェイス40はリフト装置12に連結された積載装置25の内の一つ、あるいは
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その他の適切な箇所に設置しても良い。その後、キー・インターフェイス40は情報受信機
24と、先に述べた通信手段の一つにより、通信を行う。
【００５５】
　図３Aに関し、キー30の一例が示されている。キー30には、所定の負荷限界を表示する
ラベル34およびキー回路32が含まれる。キー回路32はキー・インターフェイス40に受け入
れられる。キー回路32と連結されているとき、キー・インターフェイス40は情報受信機24
へ負荷限界情報を表示する。
【００５６】
　実施形態によっては、各キー30は積載装置25と関連付けられてこれを表すものとなり、
関連付けられた積載装置25の負荷限界がキー30内に組み込まれる。別の実施形態において
は、各キー30は複数の所定の吊り上げ力の一つあるいは吊り上げ力の範囲と関連付けられ
る。次にキー30は情報受信機24へ、どの所定の吊り上げ力あるいは吊り上げ力の範囲が積
載装置25と関連付けられているかを表示する。
【００５７】
　ある実施形態によれば、各キー・インターフェイス40は複数の考え得るピンの組み合わ
せを備え、各ピンの組み合わせは所定の吊り上げ力または吊り上げ力の範囲と関連付けら
れる。従って、選択されたキーはキー回路32を介して対応するピンの組み合わせと係合し
、モーターの吊り上げ力を、選択されたキー30及びピンの組み合わせと関連付けられた所
定の吊り上げ力までに制限する。
【００５８】
　図３B及び３Cについて説明する。キー・インターフェイス40が、キー30の二つの例と共
に示されている。キー・インターフェイス42は複数のピン44を備える。様々なピン44の組
み合わせが、様々な所定の吊り上げ力に対応する。連結時、キー30はキー回路32を介して
、キー30と関連付けられた所定の吊り上げ力をキー・インターフェイス42へ表示する。ピ
ン44の異なる組み合わせと係合することで、キー30は異なる所定の吊り上げ力を多数表示
することができる。実施形態によっては、ピン44の組み合わせとの係合の際、1本以上の
ピン44をアースに短絡するように構成しても良い。
【００５９】
　他の実施形態では、キー30は、各積載装置25からの負荷限界情報を保存するメモリ装置
（図示しない）を備える。このメモリ装置は様々な形態をとってよい。ある実施形態では
、キー・インターフェイス42はUSBハブを備え、各キー30はフラッシュ・メモリを内蔵し
て積載装置と関連付けられた負荷限界情報を保存する。キー30内に負荷限界情報を保存す
るための他の形態として、揮発性及び不揮発性メモリであっても良い。
【００６０】
　図２Aに戻り説明する。負荷センサ27はモーターの吊り上げ力を測定する。この情報は
マイクロプロセッサ23へと送られる。実施形態によっては、負荷センサ27により測定され
た負荷は、表示具22上で利用者または介護者へ向け表示される。実施形態によっては、負
荷センサ27は、モーター28により消費される電流量を測定することで、モーターの吊り上
げ力を測定する。当業者には知られていることであるが、モーター28により消費される電
流量は、モーター28にかかる負荷に比例する。モーター28がより大きな負荷を受け入れる
ためにより大きなトルクを必要とする場合、より多くの電流量を消費する。そのため、負
荷センサ27は、モーター28が吊り上げ動作中に電源（図示しない）から消費する電流を測
定し、モーターの吊り上げ力を推測する。
【００６１】
　任意のモーター28に関し、消費電流量とモーターの吊り上げ力とを関連付ける表が提供
できる。吊り上げ中の電流消費と吊り上げられている重量との関係は、実験により判断で
き、またモーターのメーカーから入手することもできる。図２Aについて、負荷センサ27
はモーターの電源に連結することができる。負荷センサ27は、モーター28が電源から消費
する電流量を測定し、表の検索のためにその情報をマイクロプロセッサ23へ送信する。そ
のため、実施形態によっては、任意の負荷に対するモーター28の吊り上げ力を判断するた
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め、モーター28に供給される電流の測定結果がモーター・コントローラ26及びマイクロプ
ロセッサ23に利用される。この測定にはモーター28に発生する突入電流を考慮する場合が
ある。実施形態によっては、電流測定に遅延を起こすことで定常電流を測定しても良い。
他の実施形態では、突入電流についての説明が可能なあらゆる適切な手段が利用可能であ
る。
【００６２】
　他の実施形態においては、負荷センサ27は適切な力測定トランスデューサを利用して実
装される。このトランスデューサはリフト装置12に連結され、リフト装置12にかかる鉛直
力を直接測定する。この分野で知られたトランスデューサの例としては、歪みゲージ、圧
力センサ、圧電センサが含まれる。このような測定トランスデューサはリフト装置12にか
かる吊り上げ力を、モーター28の係合の有無に関わらず、測定可能である。このような場
合、その負荷を吊り上げる前及び電流を供給する前に、モーター・コントローラ26及びマ
イクロプロセッサ23へ負荷情報を供給することが可能である。
【００６３】
　リフト装置12が積載装置25からの負荷限界情報を受け取り、モーターの吊り上げ力を測
定する手段を備えていれば、マイクロプロセッサ23及びモーター・コントローラ26は、そ
の負荷限界情報に基づき、リフト装置12の作動を制限することができる。実施形態によっ
ては、モーターの吊り上げ力は積載装置25の一つからの負荷限界情報に含まれる負荷限界
までに制限される。多くの場合、この限界は最低負荷限界である。ただし、これは常にそ
うでなければならないわけではない。
【００６４】
　モーターの吊り上げ力を制限するために、モーター・コントローラ26は周期的に負荷セ
ンサ27を監視する制御システムを実装することができる。負荷センサ27がモーター・コン
トローラ26に対し、負荷重量がリフト装置12の定格荷重に近づき、あるいは超えたことを
示した場合、モーター・コントローラ26はモーターの係合を解除し、リフト装置12の吊り
上げ動作を停止させる。モーターの吊り上げ力が、負荷限界情報に基づく設定限界を超え
た場合、他の動作も起こり得る。実施形態によっては、リフト装置12はモーターの吊り上
げ力が設定限界を超えたことを、利用者あるいは介護者へ向け表示する。
【００６５】
　図４Aについて説明する。フローチャートには、測定結果を受け取り、情報受信機24か
ら受け取った負荷限界情報と比較する手段50が示される。ステップ（52）では、この手段
によりモーターの吊り上げ力が測定される。測定は先に述べた様々な手段の内の一つを使
用して行われる。次に、ステップ（54）で負荷限界情報についての比較が行われ、モータ
ーの吊り上げ力が、各積載装置からの負荷限界情報に基づき、情報受信機24によって設定
された限界を超えるかどうかを判断する。限界を超えていなければ、リフト装置12の作動
はステップ（56）へと進む。そうでなければ、モーターの吊り上げ力は限界を超え、マイ
クロプロセッサ23はステップ（58）でこの過負荷状態に対する指示を発する。この指示に
はモーター28の停止、及び限界を超えた旨の表示が含まれる。
【００６６】
　実施形態によっては、リフト装置12により吊り上げられる負荷は判断しない。実施形態
によっては、リフト装置12のモーター28に供給される電流は適切なレベルに制限される。
このような実施形態においては、システムはモーターの吊り上げ力を積極的には監視しな
い。そのため、実施形態によっては負荷センサ27を備えない。実施形態によっては、モー
ターの吊り上げ力を制限する、特定の数値が設定される。実施形態によっては、最大電流
が設定される。モーター28の要求電流が周知であれば、リフト装置12はモーター28の消費
電流と結果としての吊り上げ力との関係を利用する。先に述べたとおり、モーター28の吊
り上げ力は消費される電流と正比例する。そのため、モーター28に供給される最大電流は
希望する限界吊り上げ力に対応する最大電流に制限され得る。モーター28の電流には限度
があるため、最大電流と比例する力も、その限度を超える力を出すことはできない。
【００６７】
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　次に図４Bについて説明する。図示されているのは手段60のフローチャートで、特にモ
ーター28に供給される電流の制限に関するシステムを含む。ステップ（60）において、リ
フト装置12は情報受信機24からの積載装置に関する負荷限界情報を読み込む。次に、ステ
ップ（64）において判断が下される。ステップ（64）は、モーターの吊り上げ力を制限す
るリフト装置の設定限界についての適切な最大電流と関連している。ある実施形態におい
て、最低負荷限界は、リフト装置12を全積載装置25の負荷限界内に確実に留めるために利
用される。最後に、この判断に基づき、ステップ（66）でモーターの吊り上げ力を制限す
る最大電流が設定される。
【００６８】
　先に触れているように、電流の制限方法は突入電流に対応する。モーターの吊り上げ力
が限界電流に達した場合、リフト装置12はエラー状況を利用者または介護者へと伝える。
実施形態によってはモーター28の吊り上げ動作が停止する。また、リフト装置12またはモ
ーター28は、利用者がすでに吊り上げられている場合に、下降しないようロック機構を作
動させる。
【００６９】
　図４A及び図４Bで示された方法は、ハードウェアおよびソフトウェアの両方で実行可能
である。ソフトウェアで実行する場合、負荷限界情報及び最大電流はソフトウェア変数と
して保存される。同様に、方法50及び60は、当業者の知る設計法に従い、アナログまたは
デジタル・ハードウェア構成機器を利用して実行できる。
【００７０】
　ここまでの記載内容は実施形態の例を示すものであるが、記載した実施形態の特徴また
は機能は、記載した実施形態の作動についての要旨及び原理を逸脱することなく、改変が
可能であることを理解されたい。そのため、ここに述べた内容は発明の説明を意図したも
のでこれを限定するものではなく、当業者であれば、添付された請求項で定義される本発
明の範囲から逸脱することなく変更及び改変が可能であることを理解するであろう。
【図１】 【図２Ａ】
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